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市
は
有
明
保
育
園
改
築
工
事
と

（
仮
称
）
有
明
分
園
保
育
園
新
築
工

事
の
起
工
式
を
8
月
19
日
、
そ
れ
ぞ

れ
の
建
設
地
で
行
い
ま
し
た
。

昭
和
49
年
に
建
て
ら
れ
た
有
明
保

育
園
は
、
園
児
数
の
増
加
に
よ
り
施

設
が
手
狭
と
な
り
、
老
朽
化
も
進
ん

で
い
た
こ
と
か
ら
、
検
討
委
員
会
で

の
議
論
を
経
て
、
２
つ
の
施
設
を
建

設
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、現
在
２
３
０
人
の
定
員
は
、

そ
れ
ぞ
れ
１
２
０
人
と
な
り
、
こ
れ

ま
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
３

歳
児
未
満
の
保
育
も
実
施
さ
れ
ま

す
。

　

有
明
保
育
園
の
新
園
舎
は
、
延
べ

床
面
積
が
１
３
３
９
平
方
㍍
。
現
在

の
園
庭
部
分
に
建
て
ら
れ
る
園
舎
か

ら
着
工
し
、
来
年
3
月
に
は
保
育
室

な
ど
が
完
成
。
9
月
に
は
す
べ
て
の

施
設
が
完
成
す
る
予
定
で
す
。

（
仮
称
）
有
明
分
園
保
育
園
の
園

舎
は
、
延
べ
床
面
積
は
１
４
３
４
平

方
㍍
。
位
置
的
な
つ
り
あ
い
を
考
慮

し
、
穂
高
西
中
学
校
北
側
の
敷
地
に

建
て
ら
れ
、
来
年
3
月
に
は
完
成
す

る
予
定
で
す
。

総
事
業
費
は
合
わ
せ
て
約
10
億
８

９
０
０
万
円
で
、
財
源
に
は
、
合
併

特
例
債
と
施
設
整
備
事
業
債
が
充
て

ら
れ
ま
す
。

　

起
工
式
で
平
林
市
長
は
、「
後
々

ま
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
施
設
を
目
指

し
、
子
ど
も
た
ち
が
の
び
の
び
と
た

く
ま
し
く
育
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
、
施
策
の
充
実
を
図
り
た
い
」
と

述
べ
ま
し
た
。
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有
明
保
育
園
・（
仮
称
）
有
明
分
園
保
育
園
起
工
式

２
園
舎
の
建
設
が
始
ま
る

穂
高
有
明
地
域
に
建
設
す
る
２
つ
の
園
舎
の
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

（仮称）有明分園保育園
完成イメージ

有明保育園
完成イメージ

市税・料金などを納付できます
毎月
第１日曜日

平日仕事などの都合により市役所・金融機関などに出向いて市税や各種料金などを納付することが困
難な場合の便宜を図るため、毎月第１日曜日に収納窓口を開設しています。
　本年度の休日窓口（後期分）の開設日は下表のとおりです。平日に納付する時間がない場合は、この
機会を利用して市税・使用料などの納付をお願いします。

※住民票・納税証明書など各種証明書の発行事務は行いません。
※市税などの納付には、便利な口座振替・自動払込がおすすめです。

市税納付……………豊科総合支所内収納課（ 72・3111 72・8340）
水道料金、下水道使用料、受益者負担金
　……………………豊科総合支所内上下水道部業務課料金担当（ 72・3111 72・3176）
国民健康保険税……穂高総合支所内市民課国保年金担当（ 82・3131 82・6622）
介護保険料…………穂高健康支援センター内高齢者介護課介護保険係（ 81・1636 81・0703）

平成 20 年度休日窓口（後期分）
休 日 窓 口
開 設 日 10 月 5 日（日） 11 月 2 日（日） 12 月 7 日（日） １月４日（日） ２月１日（日） ３月１日（日）

時 　 　 　 間 午前 9 時～午後 4 時
場 　 　 　 所 　豊科総合支所・穂高総合支所・三郷総合支所・堀金総合支所・明科総合支所
取 り 扱 う
市税・料金など

市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料・水道料金
下水道使用料・下水道受益者負担金（分担金）など各種料金

１０月スタート

問い合わせ

自主財源の確保と地域経済の活性化のため
広報紙、市ホームページに企業広告を掲載します

　市では、行財政経営改革プランで予定としていた広告事業へ取り組みます。当面広報あづみのとホー
ムページを媒体として広告を掲載します。広告事業は、自主財源の確保と地域経済の活性化を図るた
め、媒体の本来の目的を損ねることのないよう、有料スペースを提供し、市民からお預かりしている
市の財産を有効に活用しようとするもので、一部の企業や商品などを推奨するものではありません。
従って掲載内容については基準を設け、慎重に判断します。広報紙などに広告の掲載依頼をいただく
前提としては、魅力ある媒体であることが欠かせません。多くの市民の皆さんにご覧いただき、ご利

用いただけるような内容づくりに努めてま
いります。紙面などへのご意見、ご感想な
どをお寄せください。

問県安曇野庁舎内まちづくり推進課
　広報広聴係（ 71・2000 71・5000）

広報紙の広告１枠はこの大きさ（45㍉×90㍉）です
　広報紙、ホームページへの広告主を募
集しています。お問い合わせは ･･･
■広 　 報 　 紙　（株）共立プラニング
　　　　　　　　　　　　（ 34・2515）
■ホームページ　エービーシー（株）
　　　　　　　　　　　　（ 36・2111）
　また、市ホームページにも要綱が掲載
してありますのでご覧ください。


